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要

旨
伊
藤
東
涯
に
は
中
国
の
文
献
か
ら
の
語
を
集
め
六
帖
に
分
か
っ

た
二
つ
の
語
数
集
『
応
氏
六
帖』
と
『
名
物
六
粘』
と
が
あ
る。
こ
の
二
つ
の
語
幾
集
の
基

礎
と
なっ
た
資
料
の
ひ
とつ
に
『
大
明
会
典』
が
あ
る。
本
稿
で
は
ま
ず 、
東
渡
の
使
用
し
た
『
大
明
会
典』
が
『
万
藤
会
奥』
の
十一一
冊
十一
行
本
で
あっ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る。
さ
ら
に、
『
大
明
会
典』
か
ら
語
を
蒐
集
す
る
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
が
み
ら
れ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に、
東
海
の
手
控
え
と
も
い
うべ

き
『
紀
開
小
康』
で
の
状
況
と、
吋
応
氏
六
帖』
・

『
名
物中ハ
帖』
で
の
状
況
と
を
比
較
し
た。
そ
の
結
果 、
吋
紀
開
小
煩』
で
は
『
大
明
会
典』
の
条
文
を
そ
の
ま
ま
記

録
す
る、
あ
る
い
は
章一
複
や
落
ち
の
な
い
よ
う
に
誇
を
抜
き
醤
き
す
る、
な
ど
の
状
況
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し、
司
応
氏
六
帖』
・

『
名
物
六
粘』
で
は
何
ら
か
の
基
準

で
語
の
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
かっ
た。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で、
「
応
氏
六
帖』
と『
名
物
六
帖』
と
の
慌
に
直
接
の
影
響
関
係
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が 、
『
大

切
会
典』
に
出
典
を
も
っ
一語
の
尚
書
で
の一
致
率
は
高
く 、
こ
の
両
奮
は、
共
通
の
基
盤
を
もっ
て
い
る
と
息
わ
れ
る。

iま

め

じ

江
戸
時
代の
漢
学
者
伊
藤
東
涯
(
六
七
0
1一

七一
三ハ)
は
生
涯に
わ
た

っ
て
中
国の
文
献か
ら
の
語
蒐
集・
用
例
蒐
集の
努
力
を
続
け
た 。

(l)

(2)

 

筆
者は
こ
れ
ま
で
東
涯の
語
葉
集で
ある
『
応
氏
六
帖』
と
『
名
物六
帖』

と
につ
い
て
の
比
較をい
くつ
か
の
観
点か
ら
試み
て
きた 。
そ
し
て 、
『
名
物

六
帖』
は
出
版
を
前
提
と
し
て
大
が
か
り
な
一編
成の
見
蓋
し 、
増
補が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と 、
そ
れ
に
対
し
て 、
『
応
氏
六
帖』
は
結
局
億
人
的
な
手
控
え
の

域
を
脱
し
え
な
かっ
た
こ
と 、
を
述べ
て
き
た 。

I 

本
稿で
は 、
収
録
さ
れ
て
い
る
語の
出

典
に
注
目
し 、
吋
大
明

会
政〈』
を
出

血〈
と
す
る
項
目
を
司
応
氏
六
帖』・『
名
物
六
帖』 、
さ
ら
に
『
紀
開
小
臆』
と

い
う
東
涯の二一つ
の
著
作で
比
較し 、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
語
を
と
りい

れ 、
排
列
し
て
い
る
か
を
み
て
い
くこ
と
と
す
る 。

ー
『応氏六
帖』
と
門名物六
帖』
につ
いて

本
論に
入
る
ま
え
に
ま
ず
『
応
氏
六
帖』・『
名
物六
帖h
両室一聞
の
概
要
を-記

し
て
お
く 。
吋
紀
開
小
競』
につ
い
て
は
後
述
す
る 。

*
本
学
講
師
(
今
野
尚
子)
日
本
文
学



『
応
氏
六
帖』
は
こ
れ
ま
で
に
十
本
を
確
認・
調
査
し
て
い
る 。
そ
れ
をつ

ぎに
掲
げ
る 。

イ
清
水
本
(
国
立
国

会
図
書
館
本)

ロ
静
嘉
堂一
文
庫
本

ハ

神
宮
文
庫
本

ニ

早
稲
田
大
学
図
書
館
本

ホ
山
田
忠
雄
氏
蔵
本

へ
無
窮

会
文
庫
本

ト
刈
谷
市
立
闘
書
館
本

チ
長
津
規
矩
也
氏
蔵
本
(
唐
話
辞
書
類
集
底
本)

リノ
黒
川
本
(
東
京
大
学
本)

ヌ
多
和
文
庫
本

諸
本の
収
録
語
数は
静
嘉
堂
本が
約一一一
O
Oで
最
少 、
長
津
本・
黒
川
本

の
二
本
が
増
補
本で
約
六
0
0
0
語
を
有
す
る 。
残
る
七
本
は
い
ず
れ
も二
五

0
0
前
後の
項
目
を
有
す
る 。
「
六
帖」
と
い
う
名
を
冠
す
る
と
お
り 、
内
部

はふハ
帖十八
筆に
分
け
ら
れて
い
る
(
六
帖
十
八
築の
具
体
的
な
内
容
につ
い

て
は
〈
表1〉
を
参
照) 。
こ
れ
は
十
本
と
も
同
じ
で
あ
る 。
項
目
数の
異
な

り
は
あっ
て
もこ
の
十
本の
基
本
的
な
構
成
は
間
じ
で
あ
り 、

十
本
は
総
体
と

し
て
『
応
氏
六
帖』
と
い
うひ
とつ
の
資
料
と
し
て
扱
うこ
と
が
で
きる
と
考

え
る 。
その
中で
原
態に
もっ
と
も
近い
と
思
わ
れ
る
の
が
清
水
本で
あ
る 。

し
た
がっ
て
本
稿で
は
『
応
氏六
帖』
の
例
と
し
て
特に
こ
と
わ
り
な
く
引
用

す
る
場
合
に
は
清
水
本
を
使
用
し
必
要に
応
じ
て
他
本
に一言
及
す
る 。

一
方の
『
名
物六
帖』
は
約一
八
0
0
0
項
目
を
有
す
る 。
東
涯の
生
前に

刊
行
さ
れ
た
の
は 、
第一一一
帖の
器
財
議の
み
で
あっ
た 。
東
濯の
没
後
も
門
弟

奥
田三
角や
東
涯の
子の
東
所
に
よっ
て
出
版へ
の
努
力がつ
づ
け
ら
れ 、
六

『応氏六姑』における八本の出現回数
※『応氏六帖』は 清水本に よ る

子 部 史 部 経 部 集部

類書量 本 代 大 唐
談

正
郷

正 水
中占 2議 欝 A典ヌ明3トZ l十� 激

草 篇 書 こま日乙 通 伝
天文 4 1 4 1 

地理 1 1 2 

宮室 2 7 3 9 3 

入品 15 3 3 114 21 25 3 
2 釈属 2 11 3 

鬼神 3 
人事 4 6 3 46 10 7 I 

3

市語
3 13 
2 l 2 
3 

4 走獣
虫魚 1 
樹木 13 

5 草花 2 24 2 
金石 2 
器用 25 24 4 28 4 45 12 

6 食服 4 12 
顔色

計 56 91 13 210 43 1 03 31 l 

Z 

表1帖
十二
議の
う
ち
八
築ま
で
が
亨
保
十二
年か
ら
安
政六
年ま
で
の
約
百一一

年に
わ
たっ
て
刊
行
さ
れ
た 。
し
か
し
第三
帖
服
章
筆 、
第五
帖
身
体
筆 、
第

六
帖
動
物
筆・
植
物
議は
未
刊の
ま
ま
残さ
れて
い
る 。

『
応
氏
六
帖』
と
吋
名
物
六
帖』
の
関
係
につ
い
て
は
前
摘で
すで
に
述べ

て
き
た
が 、
『
応
氏
六
帖』
を
増
補・
整
理
し
た
結
果
『
名
物
六
帖』
が
で
き

あが
る
とい
う
単
純
な
もの
で
は
ない 。
同
じ

六
帖で
あ
り
な
が
ら 、
その
下



の
議は
両
者で
異
な
る
構
成
を
とっ
て
お
り 、

議の
数
も
『
応
氏
六
帖』
の
十

八
議に
対
し
て 、
『
名
物中ハ
帖』
で
は
ムi
ニ
筆で
あ
る 。
そ
し
て
さ
ら
に
『
名

物六
帖』
で
は
議の
下に
門
を
設
け
る 。
ま
た 、
『
応
氏
六
帖』
の
項
目が『
名

物
六
帖』
に
すべ
て
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
わ
けで
は
な
く 、
『
応
氏
六
帖』
は

『
応
氏
六
帖』
な
り
に
独
自の
増
補
と
お
ぼ
し
き
項
目が
存
す
る 。
に
も
か
か

わ
ら
ず
両
者に
共
通
す
る
項
目の
多
く
に
み
ら
れ
る一
致は 、
両
者が
同
じ
源

か
ら
発し
て
い
る
こ
と
を
ぶ
し
て
い
る 。
同
じ
源か
ら
流
れ
出
た
後 、
両
者は

別々
の
方
向
を
図
指し 、
つ
い
に
交
わ
る
こ
と
は
な
かっ
た
の
で
あ
る 。

E 

引用
書目につ
いて

『応氏六帖』 と 『大切会典』

『
応
氏
六
帖』・司
名
物六
帖』
は
と
も
に
中
国
の
文
献
に
出

典
を
も
と
め
た

語
業
集で
ある
が 、
その
出

典
す
な
わ
ち
引
用窪田は
ど
の
よ
う
な
もの
で
あ
ろ

〉hノ占μ 。円
名
物
六
帖』
の
引
用室田
自
につ
い
て
は
すで
に
花一一房
英
樹
氏
に
詳
細
な
論

考
が
ある 。
そ
れ
に
よ
れ
ば
『
名
物六
帖』
の
引
用
蓄
は

子
部
六
八二

類
書
纂
要

史
部
二一
五一

大
明

会
典

経
部

二ハ一一

郷
談
正
音

集
部

二
三

水
潜
伝

で 、
総
計
二一一
二
七
と
な
る 。
下
段
は
こ
の
四
部
そ
れ
ぞ
れの
最
高
頻
度
を

占め
る
警
と
し
て
花
房
氏
が
掲
げ
ら
れ
た
もの
で
あ
る 。

『
応
氏
六
帖』
の
引
用意回
目は
ほ
と
ん
ど
『
名
物
六
帖』
の
引
府
警
自
に
吸

収
さ
れ
る 。
し
か
し
吋
名
物六
帖』
の
引
用
書の
出
現
頻
度の
様
相
と
『
応
氏

六
帖』
の
そ
れ
と
は
少し
異
なっ
て
い
る 。
い
ま 、
右の
四
種
と『
応
氏
六
帖』

に
お
い
て
比
較
的
多
くの
議に
み
ら
れ
る
四
種
と
を
選
び 、
一
覧し
て
み
る
と

〈
表l〉
の
よ
う
に
な
る 。

〈
表1〉
な
み
る
と 、
『
名
物六
帖』
と
同
じ
よ
う
に
史
部で
は
『
大
明

会

典』
が 、
経
部で
は
『
郷
談
正
音』
が
他安一日に
く
らべ
て
多
く
引
用
さ
れ
て
い

る 。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん 、
こ
の
両
書か
ら
採
取
さ
れ 、
『
応
氏
六
帖』
に
お
さ

め
ら
れ
た
語が
多い
と
い
うこ
と
で
も
あ
る 。

と
こ
ろで
子
部で
は
『
本
草』
の
出
現
田
数が
吋
類
書
纂
要』
を
圧
し
て
い

る 。
『
本
草』
で
あ
る
か
ら
樹
木
筆 、
草
花
襲に
多い
の
は
当
然で
あ
る
が 、

ほ
か
に
も
地
理
袋 、
人
品
議
な
ど
あ
わ
せ
て
十
議に
わ
た
り
引
用が
み
えて
い

る 。
『
応
氏
六
帖』
と
『
名
物六
帖』
と
に
お
け
る
『
本
草』
と
「
類
書
纂
要』

と
のバ
ラ
ン
ス
の
異
な
り
は 、
『
名
物
六
帖』
が
項
自
を
ふ
や
す
に
あ
たっ
て

『
類
書
纂
要』
をい
か
に
利
用し
た
か
を
示
し
て
い
る 。

同
様に
『
水
論
伝』
も、
『
応
氏
六
帖』
清
水
本で
は
わ
ず
か
に一
項
目に

引
用
さ
れて
い
る
の
み
で
あ
る 。
増
補
本で
あ
る
長
期伴
本・
黒
川
本
は
清
水
本

に
く
らべ
約三
五
0
0
項
目
が
ふ
え
て
い
る
が 、
そ
れで
も
『
水
論
伝』
の
増

加
は
わ
ずか
九
項
目で
あ
る 。
江

戸
時
代
後
半の
『
水
爵
伝』
の
隆
盛
(
そ
れ

は
お
そ
ら
く『
名
物六
帖』
で
の
引
用の
増
加
に
も
反
映し
て
い
る
で
あ
ろ
う)

を
考
え
る
と
き 、
『
応
氏
六
帖』
と
『
名
物中ハ
帖』
に
お
け
る
『
水
論
倍』
の

出
現
回
数の
異
な
り
は 、
『
水
器
伝』
受
容
史と
と
も
か
か
わっ
て
い
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る 。

ま
た 、
『
名
物
六
帖』
で
は
ほ
と
ん
ど
も
れ
な
く
掲
載
語に
は
出
血ハ
を
明
記

す
る
が 、
『
応
氏
六
帖』
に
は
出

典の
明
記
さ
れ
な
い
語
も
多い 。
こ
れ
ら
を

さ
ぐっ
て
い
け
ば
あ
る
い
は
出

典
を
特
定
で
き
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い 。
し
か
し
吋
応
氏
六
帖』
が
出

典
を
示
さ
ない
以上 、
こ
こ
で
は
出
血〈
を
明

ら
か
に
で
き
な
い
もの
と
し
て
扱っ
て
お
く 。
『
応
氏
六
帖』
に
お
け
る
出

典

と
は
単
に
その
語が
そ
の
書に
存
在
す
る
とい
うこ
と
で
決
定で
き
る
もの
で

3 



は
ない
か
ら
で
あ
る 。

『
応
氏
六
帖』
は
六
帖
十
八
議と
い
う
意
義
分
類
を
と
り
い
れて
い
る
た
め 、

特
定の
議に
の
み
集
中し
て
引
用
さ
れ
る
書
も
多い 。
た
と
え
ば
宮
裳
築に
お

け
る『
訓
蒙

字
会円
人口問
議に
お
け
る『
経
国
大

典』 、
釈
属
箪に
お
け
る
コ蹴

雅』 、
人
事
筆に
お
け
る
『
資
治
通
鑑』 、
草
花
議に
お
け
る
『
花
鏡』 、
器
用

筆に
お
け
る
『三
才
図

会』
や
『
居
家
必
備』
な
ど
が
そ
うで
あ
る 。
し
か
し

こ
れ
ら
の
書
は
ほ
か
の
議に
は
ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め 、
『
応
氏

ムハ
帖』
全一
体
を
通
し
て
の
基
本
文
献
と
い
う
位
置づ
け
は
で
き
ない 。

さ
て
〈
表1〉
に
よ
れ
ば
『
応
氏六
帖』
の
中で
もっ
と
も
引
用
回
数が
多

い
の
は
『
大
明

会
典』

で
ある 。
八
第二一
O
項に
引
用
さ
れて
お
り 、

基
本

文
献の
第一
の
もの
と
い
うこ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
そこ
で『
大
明

会
典』

を
と
り
あ
げ 、
こ
こ
か
ら
採
取
さ
れ
た
語が
『
応
氏
六
帖』
・

司
名
物中ハ
帖』

そ
れ
ぞ
れで
ど
の
よ
うに
排
列・
収
載
さ
れて
い
る
か
を
み
て
い
く 。

こ
の
『
大
明

会
典』

の
成
立
に
は
経
緯
が
あ
る 。
『
方
麿
大
切

会
典』

に
は

ふ
たつ
の
「
御
製
大
明

会
典

序」
と
万
暦
十
五
年の
「
御
製
重
修
大
明

会
典

序」

と
が
付
さ
れ
て
い
る 。
そ
れ
に
よ
れ
ば 、
「
大
明

会
典』

は
は
じ
め
弘
治
十
五

年(一
五
O二)
十二
月に
孝
帝の
命に
よっ
て
成っ
た(『
弘
治
大
明

会
典』) 。

と
こ
ろ
が
孝
帝が
崩
じ
た
た
め
(「
竜
叡
上
賓」) 、
正
徳
四
年に
武
帝の
命に

よっ
て
「
重
修
参
校」
し
た
もの
を
正
徳
六
年
(一
五
八
七)
に
頒
行
し
た 。

こ
れ
が一
八
O
巻の『
正
徳
大
明

会
典』

で
あ
る 。
さ
ら
に
万
暦
十
五
年に『
重

修
大
明

会
典』

(『
万
暦

会
典』)

二
二
八
巻が
成
立
し
た 。

(6)

 

影
印
刊
行
さ
れて
い
る
『正
徳
大
明

会
典』

に
は
山
根
幸
夫
氏の
解
題が
あ

り 、
『
正
徳

会
血〈』
と
『
万
膝

会
典』

と
の
関
係
につ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
て
い

る
が 、
結
果
的に
刊
行
さ
れ
た
の
は
『正
徳

会
奥』
と
『
万
麿

会
典』

の
ニ
骨密

で
あっ
た 。
山
根
氏
が
「『
万
暦

会
奥』 、が
単
に
『
正
徳

会
典』

を
踏
襲
し
た

だ
けで
は
ない
こ
と
は
明
瞭で
あ
る」
と
述べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り 、
こ
の
両

書に
は
異
な
る
とこ
ろ
もか
な
り

多い 。

こ
の
二
一穫の
士人
明

会
典』

の
う
ち
『
応
氏
六
帖』
が
『
万
踏

会
典』

を
利

(7)

 

用
し
て
い
る
こ
と
は
た
と
え
ばつ
ぎの
項
目に
よっ
て
明
ら
か
で
あ
る 。

搬
取
家
小
〈

会
典

因
子
監
給
暇

||/ーーー
及
成
婚
者〉
(
上
五
三
オ)

患

帖
〈

会
奥
田
子
監
給
暇
復
監
違
限一
月
以
上
難
有
||

通
一小

作
実
在
之/
数
O
又一
月
外
倒
者
送
問
難

有iij
公
文
不
准
其
養
病〉

(
上
五
六
オ)

い
ず
れ
も
註
に
よっ
て
『
大
明

会
奥』
「
国
子
監
給
隈」
の
条か
ら
と
ら

れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る 。
こ
れ
を
『
大
明

会
典』

に
求
め
る
と 、
「
搬
取

家
小」
は
『正
徳

会
典』

・
『
万
暦

会
血〈恥
の
ど
ち
ら
に
も
存
す
る 。
と
こ
ろ

が
「
患
帖」
の
ほ
う
は
嘉
講六
年の
記
事の
中に
あっ
て
『
万
踏

会
典』

に
し

か
存
し
ない 。
つ
ま
り
「
患
帖」
は
司
万
暦

会
鼠〈』
に
新た
に
加
え
ら
れ
た
部

分か
ら『
応
氏
六
帖』
に
と
ら
れて
い
る
の
で
ある 。
「
患
帖」
註の
後
半〈
O

又一
月
外
到
者・:
:〉

以
下
も
同
じ
「
園
子
監
援
麿」
の
条に
あ
る
が 、
こ

の
部
分
も正
徳
十一
年の
記
事で
あ
り 、
当
然の
こ
と
な
が
ら
吋正
徳

会
典』

こ
は
ない 。

ま
た 、
「
南
京
欽
天
監」
の
条か
ら
は
四
項が
と
ら
れ
て
い
る
が 、
そ
の
よ

(8)

 

う
す
か}
司
万
暦

会
典』

本
文か
ら
示して
み
る 。
[
]
内
は
吋
万
暦

会
典』

の

み
に
存
す
る
部
分 、
傍
線
を
付し
た
個
所
は
『
応
氏
六
帖』
に
収
載
さ
れて
い

る
部
分で
あ
る
こ
と
を
示
す 。
ま
た
『
万
暦

会
典』

と
『正
徳

会
典』

と
は
末

尾
に
異
同が
あ
る
の
で

)
内に
吋正
徳

会
典』

の
本
文
を
掲
げて
お
く 。

4 



南
京
欽
天
監

凡
本
監
造
麿 。
毎
年六
月
内 。
従
礼
部
設
到
暦
様 。
刊
印
完 。
給
散
南
京

各
衛
門 。
並
直
隷
各
府
州
鯨

凡
本
監
造
暦
紙 。
分
派 。
醸
天
寧
圏一一
府 。
並
新
江
解
納 。
供
隈六
月
以

裏
一金
京 。
[
嘉
靖一一
十
四
年
奏
准 。
本
監
暦
臼 。
正
敷
頒
給
各
衛
門 。
止

該
暦一
十一
禽一
千一
吉一
十一
本 。
有
閏
之
年 。
該ニ

裁
紙
九
十
九
高

四
千
四
百
四
十
三
張
半 。
毎
紙
百
張 。
債
銀
四
分 。
該
折
償
銀一一一
百
七
十

七
雨
七
銭
七
分
七
麓
担金 。
無
間 。
該一一

裁
紙八
十
八
高八
千
八
百八
十

八
帳 。
該
銀三
百
五
十
五
雨五
銭五
分
五
庫二一室 。
毎
年
不
拘
有
無
関

月 。
各
該
添

工
食
銀三
十五
南
零五
分 。
連
前
紙
償
照
数
分
派
新
江
布
政

司 。
応
天
直
隷
寧
閤一一
府 。
厳
隈
徴
完
依
期
解
部 。
其
合
用
黄
紙
等
項
不

多 。
照
常 。
解
納〕

凡
占
候
天
象 。
本
監
自
洪
武
以
来 。
設
観
星
牽一
於
鶏
鳴
山上 。
令
天
文
生

分
班
童
夜
観
望 。
或
有
盤
異 。
開
具
掲
帖 。
星
堂上
官 。
嘗
奏
聞
者 。
随

即白内
奏 。

凡
天
文
生 。
供
以
世
業
子
弟
皆同子 。
考
選
食
糧 。
分
譲
各
科

[
凡
本
監
造
暦
梨
板 。
顔
料 。
供
上
元
江
寧ニ
鯨 。
解
納

凡
本
監
離
農
肇 。
毎
歳
合
用
燈
油
木
炭 。
供上
元
江二
鯨 。
解
納 。
本
肇

官生 。
歳
給
禦紫、
毛
襖一
領 。
従
南
京

工
部 。
轄
行

内
府
甲

字
等
庫
閥
給〕

凡
本
監
天
文
生
食
糧 。
月
支
米六
斗 。
於
南
京
櫨
部
関
支

(
凡
天
文
生
月
糧
照
欽
天
監
例)(吋

万
暦

会
典』

『応、氏六帖』 と 『大切会典』

一一二一一-
十
三
1

十
四)

『
応
氏
六
帖』
に
は
こ
の
部
分か
ら「二

裁
紙」「

工
食
銀」「
厳
限
徴
完」「
梨

板」
の
四
語が
と
ら
れて
い
る
が 、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
[
]
内の
文 、
す
な

わ
ち
「
万
麿

会
典』

に
し
か
ない
部
分の
もの
で
あ
る 。
こ
れ
らに
よ
り
吋
応

氏
六
帖』
所
引の
『
大
明

会
典』

が
吋
万
暦

会
典』

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

ある 。E 
『大明会典』
と
東涯
ill「日
本貢物」
につ
いて
il

あ
る
文
献か
ら
語
を
採
取
し 、
そ
れ
を
分
類
す
る
場
合 、
その
プロ
セ
ス
は

対
象
と
す
る
文
献
や
語の
性
格
に
よっ
て
大
き
く二
つ
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う。
す
な
わ
ち 、す

で
に
何
ら
か
の
基
準・
分
類に
よっ
て
列
挙
さ
れて
い
る
語
を

その
ま
ま
取
り

込
む

あ
る
文
脈の
中で
使
わ
れて
い
る
語・
表
現
を
抜
き
出
す

と
い
うこ
つ
で
あ
る 。

『
大
明

会
典』

は
現
代
の
制
度につ
い
て-記
し
た
もの
で 、
内
容
は
宮
城・

勤
務か
ら
給
与・
刑
罰
ま
で
多
岐
に
わ
た
る 。
記
述の
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
が 、
E
で
挙
げ
た
吋
応
氏
六
帖』
の
「
搬
取
家
小」
「
患
帖」
「一一

裁
紙」
「

工

食
銀」
「
厳
隈
徴
完」
「
梨
板」
は
い
ず
れ
もB
に
該
当
す
る 。
つ
ま
り
当
該
語

を
中
心
と
し
て
扱
う
記
述で
は
ない
文
章の
中か
ら
その
語
を
《
解
釈》
し 、

《
選
択》
す
る
と
い
う二
段
階
をへ
て
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。
こ
の
場

合 、
ど
の
文
献の
ど
の
よ
う
な
文
脈で
用い
ら
れて
い
る
の
か
と
い
う
デ
ー
タ

は
不
可
欠で
あ
る 。
こ
れ
が
立
で
「
出

典
と
は
単に
その
語 、が
その
蓄に
存
在

す
る
と
い
うこ
と
で
決
定
で
き
る
もの
で
は
な
い」
と
述べ
た
ゆ
え
ん
で
あ

る 。

A B 

5 

とこ
ろ
が
つぎの
よ
う
な
場
合
は
ど
うで
あ
ろ
うか 。
さ
きほ
ど
と
悶
様 、

『
万
踏

会
典』

の
本
文
を
掲
げ 、
司
応
氏
六
帖』
神
宮
本の
収
載
語に
傍
線
を
付



し
て
示
す 。

日
本
閤

祖
訓 。
日
本
歯
難
朝
賀
詐 。
暗
通
好
臣
胡
惟
庸 。
謀
為
一小
軌 。
故
絶
之 。
按
臼

本
古
倭
奴
図 。
世
以王
為
姓 。
其
固
有五
畿 。
七
道 。
及
麟
闘
世臼
徐 。
時

議
海
上 。
(
以
下 、
洪
武五
年
か
ら二
十
年ま
で
の
記
事
を
略
す)
永
楽

初 。
復
来
朝
賞 。

賜
亀
鎧
金
印
詰
命 。
封
為
臼
本
間
王 。
名
其
圏
鎮
山
日
誇
安
鎮
闘
之
山 。

御
製
碑
文
賜
之 。
給
勘
合
百
道 。
始
令
十
年一
賞 。
貫
道
由
漸
江
寧
波
府 。
毎

貢
正
副
使雄一寸
母
過二
百
人 。
(
以
下 、
記
事
を
略
す)

貢
物宮町鎧腰

万
徐一一金
装
綜
昇
風

灘
金
文
蓋

描
金
粉
盟

抹
金
銅
提
銚

貼
金一筋

水
品
数
珠

蘇
木

a 錦鎗灘
金
厨
子

灘
金
手箱

描
金
筆
陸

灘
金
木
銚
角
盟

璃
璃

硫
糞

牛
皮

(『
万
踏

会
典』

一
O五・
四
1

六)

右の
傍
線
を
付
し
た
九
語
は 、
『
応
氏
六
帖』
諸
本
中
清
水
本・
静
嘉
堂
本

に
は
な
く
他の
八
本に
は
み
ら
れ
る
の
で 、
『
応
氏
六
帖』
が
ニ
五
O
O
語に

な
る
段
階で
加
え
ら
れ
た
もの
と
考
え
ら
れ
る 。
神
宮
文
庫
本で『
応
氏
六
帖』

の
状
況
を
み
る O

E

伝染料再
配
〈
巳
下
日
本
/
貢
物〉

ナシジノプンダイ

瀦
金
文
基一

描
金
粉
臣

抹
金
銅
提
銚

貼
金
一扇一
〈
共
日
本
貢
物
見
大
明

会
典

礼
部
下〉

漉ナ 描2 漉: 瀦ご
金ご 金7 金で 金で
木1 筆Z 手十 厨今
銚i 毘1 箱2 子:
単;

(
神
宮
本
九一一一
ウ)

『
応
氏
六
帖』
は
明
大
明

会
典』

の
「
塗
金
装
綜
界
風」
か
ら
「
貼
金
扇」

ま
で
を
その
ま
ま
取
り
入
れて
い
る
こ
と
が
わ
か
る 。
こ
こ
で
は
「
岡
本か
ら

の
貢
物」
と
し
て
『
大
明

会
典』

が
分
類
し
列
挙し
た
一訟の
う
ち
九
語
を
東
涯

が
《
選
択》
し
た
と
い
うこ
とに
な
る
で
あ
ろ
う。
こ
れ
が
さ
き
ほ
ど
の
A
の

場
合で
あ
る 。
も
と
も
と
列
挙さ
れて
い
る
語で
あ
る
か
ら
文
脈
は
ない 。
た

だ
し 、
こ
こ
で
注
意し
な
け
れ
ば
な
ら
ない
の
は 、
こ
の
九
語が吋
応
氏
六
帖』

に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は 、
「
日
本
貢
物」
と
い
う
分
類に
よっ
て

で
は
な
く 、
『
応
氏
六
帖』
器
用
筆
と
い
う
分
類に
た
ま
た
ま一
致し
た
た
め

で
あ
る 。
つ
ま
り 、

分
類の
基
準は
司
大
明

会
典』

か
ら
『
応
氏
六
枯』
に
お

さ
め
ら
れ
た
と
き
に
変わっ
て
い
た
の
で
あ
る 。
だ
か
らこ
そ
「
臼
本
貢
物」

と
い
う
註
記
が
必
要で
あっ
た
と
もい
え
る 。
た
だ 、
『
応
氏ムハ
帖』
の
中で

は
そ
れ
以
上
の
分
類
を
求め
る
こ
と
は
な
かっ
た 。

天
理
図
書
館に
は
『
紀
開
小
膿』一一
十
九
冊
が
蔵さ
れて
い
る 。
中
村
幸
彦

氏
が
『
名
物六
帖』
の
始
糠
的
な
姿と
し
て
夙に
報
告さ
れて
い
る
もの
で
あ

る 。
全
体が
ひ
と
ま
と
ま
りの

著
作
とい
うこ
と
で
は
な
く 、
東
涯
が
読
書の

際に
抜
き
書
き
し
た
もの
を
折
り
に
ふ
れ
ま
と
め
た
よ
うで 、
巻に
よっ
て
独

自の
題
を
もっ

語
原」
「
訓
詰
名
物
志」
「
釈
詰
録」
な
ど)
もの

6 

(「
文
材



も
あ
る 。
『
紀
聞
小
膿』
の
中
に
も
士人
明

会
血〈』
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る 。

第七
巻
は
「
襟
類
活
塞」
と
題
さ
れて
お
り 、
い
ろい
ろ
な
文
献の
記
事
を
抜

き
書
き
し
た
もの
で
あ
る 。
「
此
巻
享
保五
年
庚
子一一
月
竿
完」
と
い
う
識沼田

が
あ
る 。
こ
の
第
七
巻に「
臼
本
貢
物」
と
い
う
条が
あ
る 。
そ
れ
を
掲
げ
る 。

日
本
買
物

会
血〈
〈
第
七
冊/
八
十
了〉
日
本
圏、氷
楽
初
復
来
戟
貢
賜
亀
釦
金
印
詰
命

封
為
白
木
闘
王
名
其
閤
鎮
山
田
議
安
鎮
閤
之
山
綿
製
碑
文
賜
之
給
勘ム口
百

道
始
令
十
年一

貰
物
馬

『応氏六枯』 と 『大明会典』

鎧
銅
線
万
鎗
塗
金
装
紙
扉
風

瀦
金
問
子
瀦
金
文
率一
瀦
金
手箱
描
金
粉
匝

描
金
筆
臣
抹
金
銅
提
銚
灘
金
木
銚
角
盤
貼
金
扇

璃
瑠
水日間
数
珠
硫
黄
蘇
木
牛
皮
O
銚
韻

会
徐
招
切
温
器

a 

さ
きの
司
大
明

会
成〈』
の
引
用
と
比べ
る
と 、
「
日
本
陣」
の
条
を
抄
出
し

た
もの
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
『
紀
聞
小
農』
の
こ
の
部
分
は
も
と
も
と
語

業
集
と
し
て
作
ら
れ
た
個
所で
は
ない
の
で 、
『
応
氏中ハ
帖』
と
比
較
す
る
と

吋
大
明

会
血〈』
の
記
事 、
つ
ま
り

原
態に
近い 。
そ
し
て
日
本
貢
物
と
し
て『
大

明
会
典』

が
掲
げ
る
ニ
十
語は
すべ
て
掲
載し
て
い
る 。
と
こ
ろ
が
『
応
氏
六

帖』
で
は
その
う
ち
の
九
語の
み
を
載せ 、
「
馬
i

鎗・
璃
瑠
1

牛
皮」
の
十

一
語は
載せ
て
い
ない 。
つ
ま
り
『
応
氏
六
帖』
で
は
貫
物
と
し
て
『
大
明

会

典』
に
載せ
ら
れ
た
ニ
十
語の
う
ち
か
ら
九
語へ
と
何
ら
か
の
選
択が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る 。
東
濫の
語の
選
択
基
準
や
意
識につ
い
て
は
い
ず
れ
考
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う
し 、
い
ま
こ
の一一
十
語の
例か
ら
全
体

を
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能で
あ
る 。
し
か
し 、
こ
の
二
十
語につ
い

て
あ
えて
い
う
な
ら
ば 、
こ
こ
で
選
ば
れて
い
る
の
は
単
な
る
昇
風・
文
台・

手箱
な
ど
で
は
な
く 、
上
に
修
飾
語のつ
い
た 、
い
わ
ば
特
別
な
もの
な
の
で

あ
る 。
単
な
る
馬
や
鎧
は
こ
こ
で
は
選
択の
持
外
に
あ
る
と
い
うこ
と
に
な

る 。さ
て 、
『
名
物
六
帖』
で
は
こ
れ
ら
の
語
は
ど
う
なっ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か 。
『
応
氏
六
帖』
に
収
載
さ
れ
た
九
語
は
すべ
て
『
名
物
六
帖』
器
財
議に

収
め
ら
れ
て
い
る 。
と
こ
ろ
が
さ
き
に
も
述べ
た
よ
う
に 、
司
名
物
六
帖』
で

は
議の
下
に
門
を
設
け 、
さ
ら
に
細か
く
語
を
分
類
し
て
い
る 。
その
結
果 、

こ
の
九
一語
は
い
くつ
か
の
門に
分か
れて
し
ま
うこ
と
に
なっ
た 。

塗
金
装
綜
扉
風

瀧
金
厨
子

灘
金
文
蓋

漉
金
手箱

描
金
粉
盟

描
金
筆
毘

抹
金
銅
提
銚

灘
金
木
銚
角
盟

貼
金一局

(
界
障
簾
幕
門

(b
架
箆
寵
門

(
九
案
椅
楊
門

(b
架
能
龍
門

(b
架
盤
龍
門

(
文一房
雅
賞
門

(
茶c
沼
泊
門

(
食
盤
盆
鉢
門

(
扇
d
帯
沸
門

三・一ニ
九オ)

四・
七
オ)

一二・
四
四
オ)

7 

四・
五
ウ)

四・
五
ウ)

三・
二
九オ)

四・
一
七
オ)

四・一一一一
ウ

五・
二一一
オ)

『
応
氏
六
帖』
の
筆の
中
で
も
意
味の
近い
語
を
ま
と
め
て
掲
げ
る
と
い
う

傾
向
は
み
ら
れ
る
が 、
一
方で
こ
こ
で
み
た
よ
う
に
ひ
とつ
の
文
献か
ら
の
語

を
ま
と
め
て
掲
げ
て
い
る
箇
所
も
多い 。
『
応
氏
六
帖』
の
場
合
に
は
こ
の
二

つ
の
方
法
を
交
えつ
つ
語
、を
排
列
し
て
い
る 。
司
名
物
六
帖』
は
や
は
り

徹
威

的に
構
成
を
整
え
た
だ
けで
あっ
て 、
意
義
分
類
を
把
握
し
さ
え
す
れ
ば
求め



る
語
を
見
出
すの
は
比
較
的
容
易で
あ
る 。

さ
き
ほ
ど 、
『
応
氏
六
帖』
で
は
こ
の
九
語
を
東
涯
が
選
択
し
た 、
と
述べ

た 。
『
応
氏
六
帖』
の
成
立・
増
補に
東
捷
が
具
体
的に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ

っ
て
い
た
か
は
不
明で
あ
る 。
し
か
し 、
吋
紀
開
小
階居
に
東
躍
が
「
日
本
貢

物」
を
抄
出
し
て
い
る
こ
と 、
吋
名
物中ハ
帖』
に
は
『
応
氏
六
帖』
の
選
択
が

う
けつ
が
れて
い
る
こ
と 、
の
つ
か
らこ
れ
を
東
涯の
選
択
と
み
る
こ
と
が

で
きる
と
考
え
る 。

N 

『大明会典』
と
東司法
11「工
匠」
につ
いて
11

つ
『
応
氏
六
帖』
人
品
箪の
例
を
み
て
お
く 。
『
大
明

会
鼠〈』

工
部

第一
八
九
巻
「

工
匠

ご
に
「
各
色
人
監」
が
列
挙さ
れて
い
る 。
こ
れ
を

口町
聞
小
脳い
・

吋
応
氏
六
帖』
・

『
名
物
六
帖』
の一一一
者と
対
比
さ
せ
て一

覧
す
る
と
最
後に
付
し
た
〈
表
2〉
の
よ
う
に
な
る 。
『
紀
問問
小
臆』
は
の
ベ

五
O
四
語に
わ
たっ
て
列
挙さ
れて
い
る

工
匿
を
重
複
を
避
けて
異
な
り

語
を

出
現
順に
拾っ
て
い
る
(
最
初の
二
語の
み
が
例
外) 。
その
数
は
ニ
二ニ
語

に
な
る 。
重
複
は二一
語
(二一一一一
語か
ら
は
除い
て
あ
る) 、
拾い
落
と
し
と

思
わ
れ
る
もの
が
「
縄
匠」

・
「
針
匠」
の
二
語で
あ
る 。

『
応
氏
六
帖』
で
は 、
こ
の
『
紀
開
小
頴』
の一
二
二一
語か
ら
見
出
し
語
と

し
て
八一一
語
を
選ぶ 。
註
文
中
に
み
え
る
もの
も
含め
る
と 、
十一一
語
軽
度
ふ

え
る 。
そ
し
て
〈
表2〉
で
明
ら
か
な
よ
う
に
その
掲
載
顕は
『
大
明

会
典』

で
の
出
現
順
と
は
異
なっ
て
い
る 。
そ
れ
は
出泌
氏
六
帖』
が
内
容の
近い
語

を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る 。
た
と
え
ば 、
『
応
氏
六
帖』
人
品

議日
i

U
に
は
「
表
背
匠・
装f
陛・
g
貼
涯・
紙
一位・
槌
紙
匠・
刊

字
匠・

摺
配
匠・
臆
紙
一位・
刷
印

匠・
均

字
匠・
装

裁
佳・
印

匠・
刻
匠」
(
傍
線
は

明
大
明

会
血〈』
出
自の一訪問)
と
い
う
項
目
、が
並
ん
で
お
り 、
出
版
に
か
か
わ
る

も
う

一訟
を
あつ
め
で
あ
る 。
ま
た
り
1

日
も
「
鋳
匠・
錫
庄・
鐘
見

匠・
銅
匠・
鍍

金
医・
h
花
庄・
礎玉
置・
鏡
児

匠・
麿
鏡
匠・

i
一段・
万

匠・
j

麿
匠・
事

件
匠い
と
なっ
て
お
り 、
そ
れ
な
り
の
ま
と
ま
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る 。
こ

の
部
分
は
すべ
て
『
大
明

会
典』

出
自の
語で
あ
る 。

こ
の
よ
うに
意
義
分
類
を
と
ろ
う
と
す
る
司
応
氏
六
帖』
で
は
ある
が 、
そ

れ
は
必
ず
し
も
徹
底し
て
は
い
ない 。

鏡乙宕1石i
工1戸T匠7

/'.. /'.. /'.. 
顕采会
学石典六工|

通
典
石
工

v 

(叩)
(m)

 

(加)

正
字

通〉

又
集
古
録〉

の=一
項は 、
と
もに
「
イシ
キ
リい
とい
う
傍
訓
を
も
ち
な
が
ら 、
離
れ
た

とこ
ろ
に
お
か
れて
い
る
し 、

8 

倣1裁;
衣:縫:
裳4置4
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郷会
i典
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裁雑
縫字
的裁〉縫/ 翁費

縫
工

v 

(3)
 

も
同
様で
ある 。
こ
れ
は
さ
き
ほ
ど
の
「
日
本
質
物い
の
場
合で
述べ
た
よ

う
に 、
『
応
氏
六
帖』
が
同
じ
出
血ハか
ら
の
語
を
ま
と
め
て
掲
げ
る
と
い
う
も

うひ
とつ
の
傾
向
を
もっ
て
い
る
こ
と
と
か
か
わっ
て
い
る 。

人
品
襲の
1
1

凶
あた
り
ま
で
は
『
大
明

会
典』

を
中
心
と
し
て
語が
排
列

さ
れて
お
り 、
『
大
明

会
典』

以
外の
出

典
を
持つ
もの
は
五一
語 、
出
血ハの

明
示
さ
れ
ない
もの一
語で 、一二
分の
二
弱 、が
『
大
明

会
典』

か
ら
と
ら
れ
た

語で
あ
る 。
とこ
ろ
が
凶
以
降に
な
る
と
『
大
明

会
典』

の
出
現
回
数
は
極
端

ロウソクヤ

にへ
っ
て
し
ま
う。
し
か
も、
「工
一配」
か
らの
語
は
「
漉
燭
一段」
(m)
の
み



『応氏六lþ占』 と 『大明会典』

で 、
あ
と
は
『
大
明

会
典』

で
も
「

工
匠」
以
外
の
部
分か
ら
と
ら
れ
た
語で

あ
る 。
こ
の
よ
う
に 、
閉
じ
『
大
明

会
典』

で
あっ
て
も 、
「

工
匠」
の
語
は

『
応
氏
六
帖』
人
品
第の
巻
頭
(1
1

却)
の
基
礎
資
料
に
なっ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
ある 。
他の
出

典
を
もっ
意
味の
近い
語は
こ
の
部
分に
と
り

こ
め
た
も
の
と
そ
うで
な
い
もの
と
が
あ
り 、
「
イシ
キ
リ」
や
「シ
タ
テ
モ

ノ
ヤ」
の
よ
う
に
別の
簡
所に
掲
載
さ
れ
る
も
の
も
あ
る 。
「
応
氏
六
帖』
で

は
議ご
と
の
意
義
分
類へ
の
努
力は
う
か
が
え
る
が 、
そ
れ
は
ま
だ
はっ
き
り

と
し
た
原
則
と
は
なっ
て
い
ない 。

吋
名
物六
帖』
で
は 、
議の
下
に
門
を
設
けた
こ
と
に
よ
り 、
「

工
匠」
の
語

は
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
門の
下
に
収め
ら
れて
い
る 。
そ
し
て
こ
こ
で
も
注
目

さ
れ
る
の
は 、
『
大
明

会
奥』
「

工
匠」
か
ら
『
応
氏
六
帖』
が
選
択
し
た
八一一

語
と
吋
名
物
六
帖』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
語の一
致
率の
高
さ
で
あ
る 。
『
応

氏
六
粘』
で
独立一
項
と
なっ
て
い
る
もの
で
『
名
物六
帖』
に
み
え
ない
の

は
九
語で
あ
る 。
つ
ま
り

七一一一
語は一
致
し
て
い
る
わ
けで 、
や
は
り
『
応
氏

六
帖』
と
『
名
物六
帖』
と
は
ほ
ぼ
同
じソ
lス

を
もっ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る 。
市安
田
数
をふ
や
すこ
と
だ
けが
白
的
な
ら 、
た
と
え
ば
「

工
匠」
に
列
挙

さ
れて
い
る
語
を
と
り
こ
ん
で
い
け
ば
よ
い 。
と
こ
ろ
が
現
実に
は
「
芯
氏
六

帖』
も
『
名
物六
帖』
も
そ
う
は
し
て
い
ない 。
こ
れ
は
こ
の
間
書が
網
羅
的

に
語
を
ふ
や
すの
で
は
な
く 、
侍
ら
か
の
選
択
を
行
うい
わ
ば〈
問
題
語
主
義〉

を
とっ
て
い
る
た
め
で
あ
る 。つ

の
方
法の
う
ちの
B
は 、
も
と
も
と
問
題
語
あ

る
い
は
表
現
を
抜
き
出
す
方
法で
あ
る
か
ら 、
『
応
氏
六
帖』
で
の
扱い
は
結

果
的に
A
もB
も
変わ
り
が
ない
こ
と
に
な
る 。

m
の
は
じ
め
に
述べ
た一

B
の
場
合
は
A
の
よ
う
な
枠
や
基
準
が
最
初
か
ら
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で 、
分
類
は
A
の
場
合
よ
り
も
不
安
定で
あ
る 。
し
た
がっ
て
出

典ご
と
に
掲

載
す
る
傾
向が
強い
よ
うで
あ
る 。
た
と
え
ば
「
応
氏
六
帖』
人
事
壊で
は
捌

im
に
司
大
切

会
典』

か
ら
の
語が
ま
と
まっ
て
お
り 、
『
資
治
通
鑑』
等の

例がつ
づ
い
た
後 、
問
i
m
が
再び
『
大
明

会
典』 、

そ
し
て
m
l
m
ま
で
が

ま
た
『
大
明

会
典』

か
ら
の
語
と
なっ
て
い
る 。
E
で
挙
げ
た「工
食
銀」「
厳

限
徴
完」
は
仰
と
加
で 、
人
事
箪の
「
大
明

会
典』

の
ま
と
ま
り
の
最
初に
お

フシンリヤゥ

ーl
テマダイ
ll

か
れて
い
る 。
その
後に
「

工
料
銀」(制)
「
料
債
銀」(制)
「

工
債
銀」(
叫)

テマチンヲヒカユル

「
匠
債」
(制) 、
そ
し
て
『
海
防
纂
要』
か
ら
の
例で
あ
る
が
「
相
罰

工
食」

(別)
が
あり 、
お
な
じ
『
大
明

会
典』
工
部の
例
も
内
容
的に
整
理
さ
れ
て

い
る
と
は
い
い
が
た
い 。
む
し
ろ
『
大
明

会
典』

内で
の
位
震の
近さ
に
よっ

て
ま
と
まっ
て
い
る
と
もい
え
そ
うで
あ
る 。

お

り

わ

本
稿で
は
『
大
明

会
典』

が
『
応
氏
六
帖』
の
基
本
資
料の
第

あるこ
と 、
そ
れ
は
吋
万
暦

会
典』

で
あ
るこ
と
を
述べ
た 。
そ
し
て
『
大
明

会
典』

出
自の
語の
排
列
を
中
心
に
『
紀
聞
小
臆』
・

『
応
氏
六
帖』
・

『
名

物
六
帖』
の
三
書
で
の
比
較
を
試
み
た 。
『
応
氏
六
帖』
が
出

典か
ら
の
抜
き

出
し
と
意
義
分
類
と
の
あい
だ
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
語
を
排
列
し
て
い
る
こ
と

が
うか
が
え
た 。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
うに
『
応
氏
六
帖』
が
出

版
を
前
提と
し
ない
個
人
的
な
手
控
えの
段
階に
と
ど
まっ
て
い
る
こ
と
の
証

左で
も
あ
る 。
ま
た 、
「
応
氏
六
帖』
・

『
名
物六
帖』
の
開
題
語
主
義
も
開明

ら
か
に
なっ
た 。
両
書の
語の
選
択
は
『
大
明

会
典』

に
関
す
る
操
りよ
く一

致
す
る 。
た
だ
し
こ
れ
は
『
名
物六
帖』
が
『
応
氏
六
帖』
を
直
接のソ
lス

に
し
た
と
い
うこ
と
で
は
な
い
と
筆
者は
考
え
て
い
る 。
あ
え
て
い
う
な
ら

ば 、
調
書
をつ
な
ぐ
もの
は
東
濯の
語に
対
す
る
問
題
意
識で
あ
ろ
う。
本
稿

で
は
排
列
を
中
心
に
み
て
き
た
が 、
今
後は
東
涯の
語に
対
す
る
問
題
意
識
や

の
もの
で

9 



語の
選
択
基
準
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
か
け
れ
ば
な
ら
ない
で
あ
ろ
う 。

註
-
『
応
氏
六
帖』
は
『
康
話
辞
書

類集』
第
十
二
集
(
汲
古
書
院

に
影
印
が
あ
る。
底
本
は
宮沢
淳
規
矩
也
氏
蔵
本。

2
『
名
物
六
帖』
は
朋
友畳一聞
広
か
ら
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
る。
底
本
は、
平
岡
武
夫
氏

蔵
本
に
未
利
部
分
を
天
理
図
書
館
の
自
筆
稿
本
に
よっ
て
補
う 。

天
理
図
書
館
複
製

第
五
十
八
号。

3

揃
稿
a
「『
応
氏ムハ
帖』
の
資
料
性」
『
文
化
女
子
大
学
研
究
紀
要』
第
二
十
三
集

(一
九
九
二
年一
月)

b
「『
応
氏
六
帖』
と
『
名
物ムハ
帖』

||1
器
用
築
・

器
財
築
を
中
心
に
||」

吋
文
化
女
子
大
学
紀
要
人
文・
社
会
科
学
研
究』
創
刊
号
(一
九
九一一一
年一
月)

4
十
本
の
詳
細
と
書
誌
的
関
聯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
応
氏
六
帖
の
諸
本」
『
辻
村
敏
樹

教
授
古
稀
記
念
日
本
一諮
史
の
諮
問
題』
(
明
治
書
院
一
九
九
二
年一一一
月)

5

花一
局
英
樹
氏
「
名
物
六
帖
の
引
用
書
籍
に
就
い
て」
『
東
方
学
報』
第
十
六
号
(
昭

和
二
十
三
年
九
月)

6
『
正
徳
大
明
会
典』
(
汲
古
議
院
一
九
八
九
年
六
月) 。
底
本
は
東
京
大
学
付
属
図

書
館
蔵
本。

7
以
下 、
引
用
に
際
し
て
〈
〉
内
は
原
文
が
細
字
双
行
で
あ
る
こ
と
を、
/
は
改

行
を
示
す。
な
お、
漢
字
字
体
は
な
る
べ
く
原
文
に
近
い
も
の
と
し
た
が 、
厳
密
で

は
な
い。
こ
れ
は
と
く
に
写
本
に
お
い
て
漢
字
字
体
に
不
統一
が
み
ら
れ
る
た
め
で

あ
る。

8
『
大
明
会
政ハ』
精
装一
lili--五

冊
(
東
南
警
報
社
中
華
民
国
五
十
二
年
九
月)
を
使

用
し
た。
底
本
は
十
行
本
で
あ
る。
た
だ
し
吋
紀
開
小
糠』
に
み
ら
れ
る
『
大
開閉
会

典』
の
冊
了
の
記
載
を
み
る
と、
東
涯
が
使
用
し
た
の
は
十一一
冊
十一
行
本
の
よ
う

で
あ
る。

昭
和
四
十
八
年)

字
体
表

本
文
中
の
a
i
p
に
つ
い
て
掲
げ
る。

十
は
上
下 、
*
は
左
右
の
関
係 。
例

a 
灰
+
皿

巾刈
*
念

金
*
旋

糸
*
篠

毛
*
莫

卒
*
占

竹
+
冠

色q m u y 

b 
木
*
日間

水
*
禁

坐
*
刀
k

魚
*
沈
i

水

彰
tT
宗
S

月
*
亥
w

卒
*口器
日

f n r V z 

c 

帥円
十
駕

衣
*
背

竹
十
表
l

o
石
*
朱

木
中小
笠
t

手
*
争

口
*
巴

g 

山TLgレいl七U

巾捌ノ-241 gjeサイl，
木
*
公
uu

松

h d 

竹
十
捷
手

金
*
及

倉
*
文

P
金
*
交

石
*
欠

竹
+
嬰

金
*
坐

X 戸

IO 



『応氏六帖』と『大明会典』

表2 W大明会典Jl r工匠」に よ る 『紀開小繍Jl.W応氏六帖Jl.W名物六帖』の対照表
凡例 工匿名 は『紀間小股』第七巻に収載されて い る !領に揚げ る 。 行頭の数字は『大明会典』での出現
l順位であ る 。
『応氏六帖』欄の数字は人品雪量 におけ る 通 し番号であ る 。
『名物六i陥』欄は人品主義の巻了を示 した。
カタカナは付されて い る ノレピ， 叩日は出典が異な る ことを示す。

『紀開小膝J
11 後線医 クミヤ
14 穿甲医 グソ夕、ン

l 木匠
2 裁縫涯
3 鎗匠
4 瓦匠 カワラシ
5 池漆匠
6 竹匠
7 五暴匠 (墨匠)
8 敗畿匠
9 離盤匠

10 鍛0:
12 土工匠
13 熟銅匠
15 搭材匠
16 筆匠 フテュイ
17 織匠
18絡総涯
19 挽花匠
20 染匠
21 石匠 イシキザ
22 f匠
23 船木匠
24 k 蓬匠
25 櫓庶
26 )j壁蓬匠
27 1 金匠
28 m匠
29 刊字匠 ハンギホリ
30 熱皮医

31 扇匠 ヲフキシ
32 n灯匠
33際涯
34 後夜
35 捲胎匠
36 鼓匠
37 削藤匠
38 木橋匠 オケシ
39鞍匠
40 銀庇

『応氏六帖』

95 tlソクノグサリシ
1 サシモノヤ
3 ンタテモノヤ

134 コビキ
4 カワラシ

14 トウユヌリヤ
5 タケサイクシ
9 スミヤ(暴匠)

123 ブツシ
140 カチ

6 フテヤ
68 オリテ
67 イトヨリ

64 ソメモノヤ
137 イシキリ

89註
89註
90 フネノトマシ
91 Rナシ

118註
112 クミヤ

20 ハンギホリ
108 カハヤ

7 アフキヤ

13 モウセンヤ

12 ツツミヤ

92 ヲケヤ
10 クラウチ
11 ジロカネサイ夕、ン

II 

『名物六帖』
3 ・ 18フタコイトシ
3 ・ 15 tlソクシ
3 ・ 10右トウリヤウ左サシモノヤ
3 ・ 17シタテモノシ
* 

3 ・ 9 スヤキシ
3 ・ 20トウユヌリ
3 ・ 19タケサイク
3 ・ 21スミヤ
3 ・ 14ブツシ
3 ・ 14ブツシ
3 ・ 7 カチ

3 ・ 8ァヵ 、 子サイクシ

* 

* 

3 ・18イトグリ
* 

3 ・ 18ソメモノヤ
3 ・ 13イシヤ
3 ・ 11フナタイク
3 ・ 11フナタイク
3 ・ 11トマシ
3 ・ 11ロタイク
3 ・ 11トマシ

3 ・ 18 tlミヤ
3 ・ 14ノ、ンキホリ
3 ・ 20カハヤ
3 ・ 19アフキヤ

3 ・ 19モウセンヤ

3 ・ 20タイコハリ

3 ・ 19オケヤ
3 ・ 15 tlラウチ
3 ・ 8 シロカネヤ



41 鈴金匠 3・8メッキシ

42 索匠

43 �珠匠

44 表背佳 ヒヤウグシ 15 ヒヤウクシ 3・22へウ夕、ン

45 祭窯匠

46 鋳匠 イモノシ 43 イモノシ 3・7 右セニイノレモノ左イモノシ

47 繍匠 ヌイモノシ 6 2  ヌイモノヤ 3・17ヌイシ

48 蒸縫匠 1 38 カ ゴヤ 3・1 9右カゴヤ左セイロウシ

49 箭匠 ヤシ 1 01 ヤシ 3・15ヤシ

50 銀oQ主

51 刀匠 53 カタナカヂ 3.7 カタナカチ

52 瑠璃匠 ピイドロシ 56 ビイドロシ

53 k磨監 54 トキヤ 3・8ヤスリシ

54 湾注 1 02 トキウヤ 3・15トキウシ

55 黄丹匠

56 藤枕庄

57 廊印匠 23 ハンキスリ 3・21ハンスリ

58 弓匠 98 ユミヤ 3・15ユミシ

59 j痘 ヒキモノシ 52 ヒキモノヤ 3・1 2ヒキモノシ

6 0  紅祭匠

61 洗自匠

6 2  緩烏花辰 3・18ウスモノノモンtニキ

6 3  股紙匠 22 シセンヤ 3・21右シセンヤ左ジガミシ

6 4  摺配匠 21 ヒョウシヤ 3・21へウシヤ

6 5 裁際医

6 6  黒翠匠

6 7 護匠 11 9 エカキ 3・1 9-"ニカキ

6 8鉄匠

6 9  合番匠

7 0  象牙医 ツノ→戸イクシ 3・14サウケサイク

71 硯瓦佼 3・21ススリヤ

7 2  神烏佼

7 3 鋒児怪 45 ヤクハンヤ 3.8ヤクハンヤ

7 4 銅匠 46 アカガネヤ 3・8ヤクハンヤ

7 5 釘p医

7 6 竹蔑匠 ヲケノワイレ 92註 3・1 9カコサイク

77 桶匠 ヲケヤ 92註 3・1 9オケヤ

7 8  錫医 スズシ 44 ススヤ 3・8ススヤ

7 9  鍍金匠 47 メツキヤ 3・8メツキサイ夕、ン

80 i花匠 ケポリシ 48 ケボリモノヤ 3・14ケホザシ

81 減銭匠

82 鎖佼

83 毛襖医

84 日産.:E匠 タ マスザシ 4 9  タ マヤ 3.13タ マヤ

85 冠絹匠 111 エポシャ 3・17カ ムザシ

86 漆匠 115 ヌシヤ 3・20ヌシヤ

87 箪崎医 I I I設

12 



『応氏六粘』と『大明会典』

88 鍛珠匠

89 泥水匠 132 シヤグハン
キ

90 策機匠 ヲケシ 92註 3・ 19オケノワイレ

91 斜皮匠

92 綿線匠

93 麻経匠 110 ソウリヤ

94 釘帯夜

95 履鮭佳
3・ 17右グツヤ友セキタ ヤ

96 纏機涯

97 油傘涯
3 ・19カラカサシ

98機巾匠

99 網巾匠

100 涼飴匠

101 遜児匠

102 綿匠

103 磨鏡匠 カカミトキ 5 1  カカミトキ 3・8カカミ トキ

104 刺金匠

105 涼杉匠 カタヒラ シ 114 カタヒラ ヤ 3・ 17シタテ モノヤ

106 打線匠

107 香涯

109 皮を 103 カハ ヤ

109 釘底夜

110 鏡児匠 5 0  カカミ ヤ 3 ・8カカミ ヤ

111 抹金疫 118註

112 利金匠

113 鞭子医
3・ 15ムチ ヤ

114 刺金線匠

115 花匠

116 q子匠

117 r巾匠

118 諮巾匠

119 s頭匠

120 打角匠

12 1 索匠

122 綾子匠

123 t緩匠 42 ノリモノヤ

124 水縄匠

125 弦匠
3・ 15 ツノレサシ

126 護衣任
127 描金匠 118 マキエシ 3・20<'キエシ

128 鏑箸匠

129 n土帯匠

130 事件匠 55 コザイ夕、ン 3 ・16カタナノコシラヘ シ

13 1 腰機匠

132 池u匠

133 研磨匠

134 鞍機匠 3・ 15 ノ〈グシ

13 
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